
145万円未満145万円未満145万円未満145万円未満 145万円以上145万円以上145万円以上145万円以上

520万円未満520万円未満520万円未満520万円未満
（383万円未満）（383万円未満）（383万円未満）（383万円未満）

①①①①
１割１割１割１割

②②②②
１割１割１割１割

申請が必要申請が必要申請が必要申請が必要
（申請がない場合は④と判定）（申請がない場合は④と判定）（申請がない場合は④と判定）（申請がない場合は④と判定）

（☆）同一世帯の（☆）同一世帯の（☆）同一世帯の（☆）同一世帯の
後期高齢者医療制度被保険者後期高齢者医療制度被保険者後期高齢者医療制度被保険者後期高齢者医療制度被保険者

(収入383万円以上の方)と(収入383万円以上の方)と(収入383万円以上の方)と(収入383万円以上の方)と
70歳～74歳の方との収入の合計額が70歳～74歳の方との収入の合計額が70歳～74歳の方との収入の合計額が70歳～74歳の方との収入の合計額が

520万円未満520万円未満520万円未満520万円未満

③③③③
３割３割３割３割

自己負担限度額「一般」適用自己負担限度額「一般」適用自己負担限度額「一般」適用自己負担限度額「一般」適用

申請が必要申請が必要申請が必要申請が必要
（申請がない場合は④と判定）（申請がない場合は④と判定）（申請がない場合は④と判定）（申請がない場合は④と判定）

520万円以上520万円以上520万円以上520万円以上
(383万円以上）(383万円以上）(383万円以上）(383万円以上）

①①①①
１割１割１割１割

④④④④
３割３割３割３割

同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者のうち、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者のうち、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者のうち、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者のうち、
もっとも課税所得が高い方の金額もっとも課税所得が高い方の金額もっとも課税所得が高い方の金額もっとも課税所得が高い方の金額
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額額額額

※下線・・・同一世帯に後期高齢者医療制度被保険者が１人の場合の金額

  平成 20 年 8 月１日からの 

 

 

 

 

負担割合判定の基礎となる所得・・・負担割合判定の基礎となる所得・・・負担割合判定の基礎となる所得・・・負担割合判定の基礎となる所得・・・平成平成平成平成 20202020 年度住民税の課税所得（年度住民税の課税所得（年度住民税の課税所得（年度住民税の課税所得（※１※１※１※１））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪後期高齢者医療制度の負担割合の判定表（平成 20 年 8 月から）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

 

後期高齢者医療制度の負担割合について 

申請が必要な方にはご案内を郵送します。 

該当する方
は申請が 
必要です。 

※１ 住民税の課税所得とは・・・ 

前年の合計所得金額から住民税の各種控除の合計を差し引いた金額です。 

※２ 収入とは・・・   

給与収入・・・・・給与所得控除前の金額 

年金収入・・・・・公的年金等控除前の金額 

その他の収入(不動産、事業、一時、譲渡等)・・・必要経費を引く前の金額 

 

判定表の②②②②、③③③③に該当する方には、「基準収入額適用申請書」をお送りし

ますので同封する案内に記載されている必要書類を添えて申請してくだ

さい。（その他の方は申請する必要はありません） 

判
定
表
は
こ
ち
ら
で
す
。 

住民税の課税所得額 

収入金額 

ただし、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の方全員の平成 19 年中の収入

（※２）の合計額が、下記の判定表の②に該当する場合は、自己負担割合が１割になり

ます。 

また、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者(収入 383 万円以上の方)と 70 歳～

74 歳の方との収入（※2）の合計額が下記の判定表の③に該当する場合は高額療養費

の自己負担限度額が「現役並み所得者」ではなく、「一般」となります。 


